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川
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く
ら
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川
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ら
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山手幹線（工事中）�
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市
は
、
普
通
市
営
住
宅
・
改

良
住
宅
・
県
公
社
住
宅
（
市
管

理
分
）
な
ど
の
入
居
者
を
募
集

し
ま
す
。
今
回
は
阪
神
・
淡
路

大
震
災
被
災
者
向
け
を
含
む
一

般
住
宅
で
、
計
３０
戸
の
募
集
と

な
り
ま
す
。
被
災
者
だ
け
の
優

先
住
宅
の
申
込
は
今
年
度
限
り

で
す
。
詳
細
は
１
月
２８
日
か
ら

配
布
す
る
申
込
案
内
書
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問
合
せ
は
西
宮
市
都
市
整
備

公
社
入
居
管
理
課
（
市
役
所
南

館
１
階
�
０
７
９
８
・
３
５
・

３
７
１
８
）
へ
。

�
申
込
案
内
書
の
配
布
�

申
込
案
内
書
は
、
１
月
２８
日

か
ら
２
月
２６
日
ま
で
の
執
務
時

間
中
に
、
同
課
、
市
役
所
本
庁

舎
１
階
総
合
案
内
所
横
、
各
支

所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

・
分
室
、
若
竹
生
活
文
化
会
館

で
配
布
し
ま
す
。

�
申
込
方
法
�

申
込
案
内
書
に
添
付
し
て
い

る
申
込
書
で
同
課
へ
郵
送
を（
２

月
２６
日
ま
で
の
消
印
が
あ
り
、

２
月
２８
日
到
着
分
ま
で
有
効
）。

申
込
は
１
世
帯
１
通
の
み
（
重

複
申
込
は
す
べ
て
無
効
）。

�
入
居
予
定
者
の
決
定
�

３
月
１１
日
午
後
２
時
か
ら
市

役
所
本
庁
舎
８
１
３
会
議
室
で

公
開
抽
選

空
き
店
舗
の
募
集

市
は
、
次
の
と
お
り
空
き
店

舗
を
募
集
し
ま
す
。
募
集
戸
数

は
５
戸
。
問
合
せ
は
同
課
（
０

７
９
８
・
３
５
・
３
７
１
８
）

へ
。【

申
込
資
格
の
あ
る
人
】
平

成
１５
年
１
月
２８
日
現
在
、
市
内

に
住
民
登
録
か
外
国
人
登
録
し

て
い
る
人

【
申
込
】
１
月
２８
日
〜
２
月

７
日
の
執
務
時
間
中
に
申
込
書

を
同
課
へ
持
参
を
（
郵
送
不

可
）
。
業
種
な
ど
申
込
に
制
限

あ
り【

申
込
案
内
書
の
配
布
】
申

込
期
間
中
に
同
課
で

西
宮
税
務
署
は
、
平
成
１４
年

分
確
定
申
告
の
相
談
会
場
を
設

け
ま
す
�
左
表
参
照
。
近
畿
税

理
士
会
西
宮
支
部
の
税
理
士
が

申
告
書
の
作
成
方
法
な
ど
に
つ

い
て
ア
ド
バ
イ
ス
し
ま
す
。
相

談
無
料
。

確
定
申
告
期
間
中
（
２
月
１７

日
〜
３
月
１７
日
。
土
・
日
曜
は

閉
庁
）
の
税
務
署
窓
口
は
大
変

混
雑
し
、
待
ち
時
間
が
長
く
な

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
き
る

だ
け
相
談
会
場
を
利
用
し
、
早

め
に
申
告
書
を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
（
来
場
者
多
数
の
場
合
、

途
中
で
受
付
を
終
了
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
）
。
相
談
会
場
で

申
告
書
の
受
付
も
行
い
ま
す
。

な
お
、
不
動
産
や
株
式
の
譲

渡
、贈
与
税
な
ど
に
つ
い
て
は
、

西
宮
税
務
署
資
産
課
税
部
門
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
（
２
月
１７
日

以
降
、
ア
ピ
ア
ホ
ー
ル
で
の
相

談
可
）。
ま
た
、
ア
ピ
ア
ホ
ー
ル

で
は
、
医
療
費
控
除
な
ど
の
還

付
申
告
の
た
め
の
「
還
付
申
告

相
談
セ
ン
タ
ー
」
を
併
設
し
ま

す
（
２
月
３
日
〜
１４
日
）。

問
合
せ
は
西
宮
税
務
署
（
０

７
９
８
・
３
４
・
３
９
３
０
）

へ
。
相
談
会
場
に
は
駐
車
場
が

あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
車
で
の
来

場
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

税
理
士
に
よ
る

譲
渡
所
得
の
相
談
所

税
理
士
に
よ
る
譲
渡
所
得
の

相
談
所
が
、
プ
レ
ラ
に
し
の
み

や
４
階
に
開
設
さ
れ
ま
す
。
相

談
無
料
。
た
だ
し
、
確
定
申
告

書
な
ど
の
作
成
は
し
ま
せ
ん
の

で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
問
合
せ

は
西
宮
税
務
署
（
０
７
９
８
・

３
４
・
３
９
３
０
）
へ
。

【
日
程
】
２
月
３
日
〜
７
日

の
午
前
９
時
半
〜
午
後
３
時
半

【
対
象
】
平
成
１４
年
中
に
土

地
や
建
物
を
売
却
し
た
人
な
ど

市
は
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災

に
よ
り
滅
失
・
損
壊
し
た
家
屋

（
被
災
家
屋
）
の
代
わ
り
に
取

得
し
た
家
屋
（
代
替
家
屋
）
の

固
定
資
産
税
と
都
市
計
画
税
を

次
の
と
お
り
軽
減
し
ま
す
。

該
当
す
る
人
は
資
産
税
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
２
２

６
）
へ
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

代
替
家
屋
は
、
平
成
７
年
１

月
１７
日
か
ら
１７
年
３
月
３１
日
ま

で
に
取
得
し
た
も
の
に
限
り
ま

す
。
な
お
、
市
の
新
築
家
屋
調

査
の
際
に
、
す
で
に
申
告
書
を

提
出
し
て
い
る
人
は
、
再
度
の

手
続
き
は
不
要
で
す
。

【
軽
減
内
容
】
代
替
家
屋
に

か
か
る
税
額
の
う
ち
、
被
災
家

屋
の
課
税
床
面
積
相
当
分
に
つ

い
て
最
初
の
４
年
度
間
は
２
分

の
１
を
減
額
、
そ
の
後
２
年
度

間
は
３
分
の
１
を
減
額
。
適
用

期
間
は
代
替
家
屋
の
取
得
後
６

年
間【

適
用
要
件
な
ど
】
�
被
災

家
屋
を
解
体
ま
た
は
売
買
な
ど

の
処
分
を
し
て
い
る
こ
と

�

被
災
家
屋
は
市
外
も
可

�
代

替
家
屋
は
新
築
・
中
古
の
い
ず

れ
も
可
。
ま
た
、
損
壊
し
た
家

屋
の
一
部
を
解
体
撤
去
し
、
そ

の
部
分
に
増
築
を
行
っ
た
場
合
、

そ
の
増
築
部
分
は
代
替
家
屋
と

み
な
し
ま
す

�
代
替
家
屋
は

原
則
と
し
て
被
災
家
屋
と
同
じ

用
途
に
限
り
ま
す

	
代
替
家

屋
の
所
有
者
が
次
の
い
ず
れ
か

で
あ
る
こ
と
▽
被
災
家
屋
の
所

有
者
本
人
▽
被
災
家
屋
の
所
有

者
の
相
続
人
▽
被
災
家
屋
の
所

有
者
の
３
親
等
内
の
親
族
（
被

災
家
屋
の
所
有
者
本
人
の
居
住

の
た
め
、
本
人
に
代
わ
っ
て
住

宅
を
建
て
た
場
合
に
限
る
）
▽

被
災
家
屋
の
所
有
者
（
法
人
）

の
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
合

併
法
人

※
被
災
家
屋
の
所
有
者
…
平

成
７
年
１
月
１６
日
現
在
の
所
有

者
※
被
災
家
屋
が
賃
貸
家
屋
の

場
合
、
借
家
人
は
所
有
者
要
件

に
該
当
し
な
い
の
で
、
こ
の
特

例
の
適
用
は
あ
り
ま
せ
ん

介
護
保
険
制
度
の
要
支
援
・

要
介
護
に
認
定
さ
れ
た
高
齢
者

な
ど
の
お
む
つ
代
に
つ
い
て
、

所
得
税
・
市
県
民
税
の
医
療
費

控
除
を
受
け
る
の
が
２
年
目
以

降
の
場
合
、
主
治
医
意
見
書
の

記
載
事
項
（
寝
た
き
り
度
や
尿

失
禁
の
有
無
な
ど
）
に
よ
り
、

同
課
で
「
証
明
書
」
を
交
付
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
証

明
書
は
平
成
１４
年
１
月
か
ら
１２

月
ま
で
の
間
に
使
っ
た
お
む
つ

代
分
か
ら
使
用
で
き
ま
す
。

な
お
、
お
む
つ
代
の
医
療
費

控
除
を
受
け
る
の
が
初
め
て
の

場
合
や
、
平
成
１３
年
ま
で
に
使

っ
た
お
む
つ
代
に
つ
い
て
は
、

従
来
ど
お
り
医
師
が
発
行
し
た

「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
介
護
認
定

課
（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
３

４
２
）
へ
問
合
せ
を
。

市
は
２
月
１
日
か
ら
、
夙

川
さ
く
ら
道
（
市
道
西
第
１

８
８
号
線
）
の
羽
衣
橋
交
差

点
付
近
で
、
終
日
車
両
通
行

止
め
（
歩
行
者
・
自
転
車
は

通
行
可
）
で
道
路
工
事
を
行

い
ま
す
。

期
間
は
、
�
同
交
差
点
北

側
が
２
月
１
日
か
ら
３
月
末

ま
で
、
�
同
交
差
点
南
側
が

４
月
初
旬
か
ら
５
月
末
ま
で

の
予
定
で
す
�
下
図
参
照
。

車
両
は
、
建
石
線
も
し
く
は

越
木
岩
線
方
面
へ
の
迂（
う
）

回
を
お
願
い
し
ま
す
。

工
事
中
、
大
変
ご
不
便
を

お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解

と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
関
連
工
事
と
の
調
整

に
よ
り
、
期
間
を
変
更
す
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
せ
は
道
路
建
設
課

（
０
７
９
８
・
３
５
・
３
６

０
８
）
へ
。

昭
和
１３
年
１
月
１
日
以
前
に

生
ま
れ
た
人
で
、
平
成
１４
年
１２

月
３１
日
現
在
、
介
護
保
険
の
要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
、

身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
な
い
場
合
で
も
、
所
得

税
・
市
県
民
税
に
お
け
る
障
害

者
控
除
の
対
象
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
本
人
ま
た
は
家
族

の
申
請
に
よ
り
、
市
は
、
審
査

の
う
え
「
障
害
者
控
除
対
象
者

認
定
書
」
を
交
付（
後
日
郵
送
）

し
ま
す
。

今
回
交
付
す
る
同
認
定
書
の

う
ち
、
交
付
日
が
確
定
申
告
書

の
提
出
期
限
内
の
も
の
が
、
平

成
１４
年
分
障
害
者
控
除
か
ら
適

用
さ
れ
ま
す
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】
介

護
保
険
被
保
険
者
証
と
印
鑑

【
申
請
受
付
期
間
】
１
月
２７

日
〜
３
月
１７
日
（
土
・
日
曜
、

祝
日
を
除
く
）
の
執
務
時
間
中

【
申
請
・
問
合
せ
先
】
長
寿

福
祉
課
（
市
役
所
本
庁
舎
３
階

�
０
７
９
８
・
３
５
・
３
２
９

４
）

◆
官
公
署
か
ら

阪
神
モ
ノ
づ
く
り
リ
ー

デ
ィ
ン
グ
カ
ン
パ
ニ
ー

「
阪
神
モ
ノ
づ
く
り
リ
ー
デ

ィ
ン
グ
カ
ン
パ
ニ
ー
１
０
０
実

行
委
員
会
」は
、
阪
神
地
域
の
、

世
界
的
な
技
術
力
を
有
す
る
な

ど
特
に
優
れ
た
モ
ノ
づ
く
り
企

業
を
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
カ
ン
パ
ニ

ー
と
し
て
認
証
し
、
国
内
外
に

広
く
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
ま
す
。
同

実
行
委
員
会
は
、
２
月
３
日
ま

で
、
認
証
候
補
と
な
る
企
業
を

募
集
し
て
い
ま
す
。

対
象
分
野
な
ど
詳
し
く
は
、

同
実
行
委
員
会
（
０
６
・
４
８

６
９
・
６
０
２
５
…
阪
神
南
県

民
局
内
）
へ
問
合
せ
を
。

◆
そ
の
他

住
宅
金
融
公
庫
の

災
害
復
興
住
宅
融
資

阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
住
宅

を
被
災
し
た
人
で
、
住
宅
金
融

公
庫
の
災
害
復
興
住
宅
融
資
の

利
用
を
考
え
て
い
る
人
は
、
必

ず
平
成
１５
年
３
月
末
ま
で
に

「
災
害
復
興
住
宅
に
関
す
る
認

定
書
」
の
発
行
申
請
を
被
災
地

の
公
共
団
体
に
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
同
認
定
書
の
判
定
結
果
が

「
適
格
」
と
な
っ
た
人
に
限

り
、
１８
年
３
月
末
ま
で
同
融
資

の
申
込
が
可
能
で
す
。

同
認
定
書
の
申
込
は
市
役
所

市
街
地
建
築
課
（
０
７
９
８
・

３
５
・
３
７
８
３
）
へ
、
同
融

資
に
つ
い
て
の
問
合
せ
は
同
公

庫
大
阪
支
店
（
０
６
・
６
２
８

１
・
９
２
６
８
）
へ
。

市
は
、
災
害
援
護
資
金
貸
付

金
の
融
資
を
受
け
て
い
る
人
で

事
情
に
よ
り
ま
だ
償
還
し
て
い

な
い
人
や
、
勤
務
な
ど
の
関
係

で
平
日
の
窓
口
相
談
が
困
難
な

人
を
対
象
に
、
休
日
・
夜
間
償

還
相
談
を
行
い
ま
す
。
会
場
は

災
害
援
護
管
理
室
（
Ｊ
Ｒ
西
ノ

宮
駅
南
側
フ
レ
ン
テ
西
館
３
階
）

で
す
。

貸
付
金
の
償
還
方
法
に
つ
い

て
は
、
少
額
償
還
制
度
も
あ
り

ま
す
の
で
、ご
利
用
く
だ
さ
い
。

昨
年
１１
月
末
現
在
で
同
貸
付

金
の
償
還
済
金
額
は
約
１
１
８

億
９
３
１
４
万
円
で
、
償
還
率

は
５８
・
４３
％
で
す
。
ま
た
、
全

額
繰
上
償
還
件
数
は
３
７
７
０

件
で
す
。

問
合
せ
は
同
室
（
０
７
９
８

・
３
５
・
２
１
９
０
）
へ
。

【
夜
間
償
還
相
談
】
２
月
３

日
に
執
務
時
間
を
午
後
８
時
半

ま
で
延
長

【
休
日
償
還
相
談
】
２
月
１５

・
２３
日
の
午
前
９
時
〜
午
後
５

時

募集住宅の概要

戸数・間取り

計２３戸
（２Ｋ～３ＤＫ）
被災者向け
５戸

計２戸
（２Ｋ）

計５戸
（２Ｋ～３ＤＫ）

所在地（団地名）

老松町２号棟、
上ケ原四番町、
（１９号棟を除く）

神原４号棟など

森下町２３号棟、
津田町１０号棟

田近野町１号棟

城ケ堀町２号棟

住宅の種類

普通市営住宅

改良住宅

県公社住宅
（市管理分）

特別賃貸住宅

開設期間

２月３日～２７日

２月３日～
３月１１日

２月２５・２６日

２月２７・２８日

３月３日～１２日

※土・日曜、祝日は休み
※受付時間は午前９時半～１１時と
午後１時～３時半

相談会場

ＪＡ兵庫六甲西宮
支店（江上町）

アピアホール
（阪急逆瀬川駅前）

塩瀬公民館

山口公民館

西宮商工会館別館
（櫨塚町）

市営住宅な
ど入居者募集

休日・夜間償還相談を
ご利用ください

被災者だけの優先住宅の申込は今年度限りです

災害援護資金貸付金

夙
川
さ
く
ら
道

車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車車
両両両両両両両両両両両両両両両両両両両両両両両両両両両両
通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通通
行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行行
止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止止
めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめ
のののののののののののののののののののののののののののの
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお
知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知
らららららららららららららららららららららららららららら
せせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ

老齢者の障害者
控除について

所得税・市県民税

おむつ代の医療費
控除について

要介護認定高齢者など

ま
も
な
く
確
定
申
告
の
期
間
で
す

最
寄
り
の
相
談
会
場

ご
利
用
く
だ
さ
い

固定資産税などを軽減

震災による代替家屋

（２）平成１５年（２００３年）１月２５日


